
～ パブリックコメント手続の主な流れ ～ 

 

 

計画等の案の公表 
○市の広報紙、ホームページに掲載

○担当課窓口等での閲覧・配布 

意見受付（１カ月程度） 
○郵便、ファクシミリ、電子メール、

担当課窓口への持参による提出 

※住所、氏名を明記 

提出された意見を考慮して意思決定 

提出された意見の概要と意見に対する考え方を公表 

※計画等の案を修正したときは、修正の内容を公表 


